
川
西
薩
地
区
法
定
合
併
協
議
会
は
七
月
十

日
開
い
た
第
八
回
会
議
で
、川
西
薩
法
定
協

議
会
を
休
止
す
る
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。

串
木
野
市
の
離
脱
の
動
き
を
め
ぐ
っ
て

合
併
協
議
に
支
障
が
生
じ
、
こ
れ
以
上
の

協
議
と
事
務
の
遅
れ
は
許
さ
れ
な
い
こ
と

や
、
下
甑
村
の
加
入
を
実
現
す
る
た
め
に

は
、
い
っ
た
ん
川
西
薩
法
定
協
を
休
止

し
、
串
木
野
市
を
除
き
、
下
甑
村
を
加
え

た
新
た
な
枠
組
み
に
よ
る
新
法
定
協
を
設

置
し
、

先
行
協
議

す
る
必
要
に
迫
ら

れ
た
た
め
で
す
。

同
日
の
協
議
会
で
は
使
用
料
、
手
数
料

等
の
取
扱
い
、
公
共
的
団
体
等
の
取
扱

い
、
上
・
下
水
道
事
業
の
取
扱
い
に
つ
い

て
の
調
整
方
針
案
が
提
案
さ
れ
た
後
、
次

回
会
議
の
開
催
を
未
定
の
取
扱
い
と
し
、

川
西
薩
法
定
協
を
休
止
と
し
ま
し
た
。

同
日
新
た
に
発
足
し
た
川
薩
地
区
法
定

合
併
協
議
会
は
原
則
と
し
て
、
合
併
期
日

の
目
標
（
平
成
十
六
年
十
月
十
二
日
）
な

ど
川
西
薩
法
定
協
の
こ
れ
ま
で
の
調
整
方

針
、
協
議
結
果
を
引
き
継
ぎ
ま
す
。

休
止
に
つ
い
て
森
卓
朗
会
長
は

昨
年

十
二
月
に
二
市
四
町
三
村
で
ス
タ
ー
ト

し
、
こ
れ
ま
で
八
回
の
協
議
会
、
三
百
回

を
超
え
る
専
門
部
会
等
を
開
き
、
新
し
い

ま
ち
づ
く
り
に
向
か
っ
て
作
業
が
進
め
ら

れ
て
き
た
が
、
こ
の
ま
ま
で
は
協
議
を
続

け
る
の
は
困
難
と
な
り
、
休
止
す
る
こ
と

と
な
っ
た
。
串
木
野
市
の
残
留
を
願
い
、

解
散
で
は
な
く
休
止
状
態
に
し
た
い

と

あ
い
さ
つ
。
一
方
、
串
木
野
市
長
は

重

ね
て
ご
迷
惑
を
か
け
た
こ
と
を
お
わ
び
し

た
い
。
帰
る
意
思
は
な
い

と
述
べ
ら
れ

ま
し
た
。

川
西
薩
地
区
法
定
合
併
協
議
会
は
七
月
十

日
開
い
た
第
八
回
会
議
で
、川
西
薩
法
定
協

議
会
を
休
止
す
る
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。

串
木
野
市
の
離
脱
の
動
き
を
め
ぐ
っ
て

合
併
協
議
に
支
障
が
生
じ
、
こ
れ
以
上
の

協
議
と
事
務
の
遅
れ
は
許
さ
れ
な
い
こ
と

や
、
下
甑
村
の
加
入
を
実
現
す
る
た
め
に

は
、
い
っ
た
ん
川
西
薩
法
定
協
を
休
止

し
、
串
木
野
市
を
除
き
、
下
甑
村
を
加
え

た
新
た
な
枠
組
み
に
よ
る
新
法
定
協
を
設

置
し
、

先
行
協
議

す
る
必
要
に
迫
ら

れ
た
た
め
で
す
。

同
日
の
協
議
会
で
は
使
用
料
、
手
数
料

等
の
取
扱
い
、
公
共
的
団
体
等
の
取
扱

い
、
上
・
下
水
道
事
業
の
取
扱
い
に
つ
い

て
の
調
整
方
針
案
が
提
案
さ
れ
た
後
、
次

回
会
議
の
開
催
を
未
定
の
取
扱
い
と
し
、

川
西
薩
法
定
協
を
休
止
と
し
ま
し
た
。

同
日
新
た
に
発
足
し
た
川
薩
地
区
法
定

合
併
協
議
会
は
原
則
と
し
て
、
合
併
期
日

の
目
標
（
平
成
十
六
年
十
月
十
二
日
）
な

ど
川
西
薩
法
定
協
の
こ
れ
ま
で
の
調
整
方

針
、
協
議
結
果
を
引
き
継
ぎ
ま
す
。

休
止
に
つ
い
て
森
卓
朗
会
長
は

昨
年

十
二
月
に
二
市
四
町
三
村
で
ス
タ
ー
ト

し
、
こ
れ
ま
で
八
回
の
協
議
会
、
三
百
回

を
超
え
る
専
門
部
会
等
を
開
き
、
新
し
い

ま
ち
づ
く
り
に
向
か
っ
て
作
業
が
進
め
ら

れ
て
き
た
が
、
こ
の
ま
ま
で
は
協
議
を
続

け
る
の
は
困
難
と
な
り
、
休
止
す
る
こ
と

と
な
っ
た
。
串
木
野
市
の
残
留
を
願
い
、

解
散
で
は
な
く
休
止
状
態
に
し
た
い

と

あ
い
さ
つ
。
一
方
、
串
木
野
市
長
は

重

ね
て
ご
迷
惑
を
か
け
た
こ
と
を
お
わ
び
し

た
い
。
帰
る
意
思
は
な
い

と
述
べ
ら
れ

ま
し
た
。

第 号
平成 年 月発行

使
用
料
、
手
数
料
等
の
調
整
方
針
案
を
提
案

使
用
料
、
手
数
料
等
の
調
整
方
針
案
を
提
案

第

回
川
西
薩
地
区
法
定
合
併
協
議
会

第

回
川
西
薩
地
区
法
定
合
併
協
議
会

休止を決めた第 回法定合併協議会

本法定協を休止、新法定協設置へ

あいさつする串木野市長



使
用
料
、
手
数
料
等
の
取
扱
い
に
つ
い

て
の
調
整
方
針
（
案
）

使
用
料
に
つ
い
て
は
、住
民
の
一
体
性
の
確
保
、

住
民
負
担
に
配
慮
し
、
次
の
と
お
り
取
り
扱
う
も

の
と
す
る
。

固
有
の
施
設
に
つ
い
て
は
、
当
面
現
行
の
と
お

り
と
す
る
。

同
一
又
は
類
似
の
施
設
に
つ
い
て
は
、
可
能
な

限
り
統
一
に
努
め
る
。

差
異
が
著
し
い
も
の
、
事
情
に
よ
り
調
整
に
期

間
を
要
す
る
も
の
は
、
合
併
後
に
随
時
調
整
す

る
。
た
だ
し
、
そ
の
期
間
は
三
年
以
内
を
目
途

と
す
る
。

手
数
料
に
つ
い
て
は
、
受
益
者
負
担
の
公
平
性

に
基
づ
き
、
合
併
時
ま
で
に
現
行
単
価
を
基
準
と

し
て
統
一
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

公
共
的
団
体
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
の

調
整
方
針
（
案
）

【
関
係
市
町
村
内
の
団
体
等
】

関
係
市
町
村
内
に
あ
る
公
共
的
団
体
等
の
取
扱

い
に
つ
い
て
は
、
新
市
の
速
や
か
な
一
体
性
を
確

立
す
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
情
を
尊
重
し
な
が

ら
統
合
整
備
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

複
数
の
関
係
市
町
村
で
共
通
の
目
的
を
有
す
る

団
体
は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
よ
う
調
整
に
努

め
る
も
の
と
す
る
。

の
団
体
で
、
実
情
に
よ
り
合
併
時
に
統
合
で

き
な
い
団
体
は
、
合
併
後
速
や
か
に
統
合
す
る

よ
う
調
整
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

の
団
体
で
、
実
情
に
よ
り
統
合
に
時
間
を
要

す
る
団
体
は
、
将
来
統
合
す
る
よ
う
調
整
に
努

め
る
も
の
と
す
る
。

以
外
は
、
現
行
の
と
お
り
と
す
る
。

た
だ
し
、
整
理
で
き
る
団
体
は
、
廃
止
の
方
向

で
調
整
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

【
関
係
市
町
村
外
の
団
体
等
】

関
係
市
町
村
外
に
あ
る
公
共
的
団
体
等
の
取
扱

い
に
つ
い
て
は
、
関
係
機
関
の
助
言
・
指
導
等
を

も
と
に
、
そ
の
あ
り
方
に
つ
い
て
協
議
し
調
整
に

努
め
る
も
の
と
す
る
。

複
数
の
関
係
市
町
村
で
共
通
の
目
的
を
有
し
加

入
し
て
い
る
団
体
は
、
合
併
時
に
統
合
す
る
よ

う
調
整
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

の
団
体
で
、
実
情
に
よ
り
合
併
時
に
統
合
で

き
な
い
団
体
は
、
合
併
後
速
や
か
に
統
合
す
る

よ
う
調
整
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

の
団
体
で
、
実
情
に
よ
り
統
合
に
時
間
を
要

す
る
団
体
は
、
将
来
統
合
す
る
よ
う
調
整
に
努

め
る
も
の
と
す
る
。

以
外
は
、
新
市
に
お
い
て
も
現
行
の
と

お
り
加
入
す
る
も
の
と
す
る
。

た
だ
し
、
整
理
で
き
る
団
体
は
、
脱
退
の
方
向

で
調
整
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

上
・
下
水
道
事
業
の
取
扱
い
に
つ
い
て

の
調
整
方
針
（
案
）

一
、
水
道
事
業

上
水
道
事
業
・
簡
易
水
道
事
業
に
つ
い
て
は
、

現
行
の
ま
ま
新
市
に
引
き
継
ぎ
、
会
計
に
つ
い

て
は
、
新
市
に
移
行
後
三
年
以
内
を
目
途
に
、

随
時
調
整
し
、
企
業
債
に
つ
い
て
は
、
現
行
の

ま
ま
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

水
道
料
金
及
び
検
針

上
水
道
と
簡
易
水
道
の
料
金
に
つ
い
て
は
、
合

併
後
三
年
以
内
の
早
い
時
期
に
統
一
で
き
る
よ

う
調
整
し
、料
金
体
系
に
つ
い
て
は
、
口
径
別

と
す
る
。

検
針
に
つ
い
て
は
、
合
併
と
同
時
に
統
一
し
、

委
託
料
、
検
針
人
は
、
新
市
に
移
行
後
も
当
分

の
間
現
行
の
と
お
り
と
し
、
三
年
を
目
途
に
随

時
調
整
す
る
。

メ
ー
タ
ー
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
廃
止
の
方
向

で
調
整
す
る
こ
と
と
し
、
業
務
内
容
は
、
現
行

の
ま
ま
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

加
入
負
担
金
及
び
手
数
料

新
規
加
入
負
担
金
の
負
担
金
額
に
つ
い
て
は
、

新
市
移
行
後
も
当
分
の
間
現
行
の
と
お
り
と

し
、
三
年
以
内
を
目
途
に
随
時
調
整
す
る
。

給
水
装
置
工
事
事
業
者
指
定
手
数
料
、
設
計
審

査
手
数
料
、
各
種
証
明
手
数
料
、
督
促
手
数
料

に
つ
い
て
は
、
新
市
移
行
後
、
新
た
に
制
度
等

を
制
定
す
る
。

給
水
装
置
工
事
検
査
手
数
料
は
、
川
内
市
の
例

に
よ
る
。

開
栓
休
栓
手
数
料
、
量
水
器
機
能
試
験
手
数
料
、

消
防
演
習
手
数
料
、工
事
設
計
手
数
料
、メ
ー
タ
ー

取
り
付
け
及
び
撤
去
手
数
料
、
無
許
可
給
水
装
置

工
事
検
査
手
数
料
に
つ
い
て
は
、
廃
止
す
る
。

事
業
及
び
財
政
計
画
（
上
水
・
簡
水
）
に
つ
い

て
は
、
新
市
に
移
行
後
一
年
以
内
を
目
途
に
調

整
し
、
事
業
認
可
の
内
容
、
調
整
及
び
拡
張
・

整
備
計
画
（
設
計
計
画
）
に
つ
い
て
は
、
現
行

の
ま
ま
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

船
舶
給
水
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
ま
ま
新
市
に

引
き
継
ぐ
。

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
事
務
（
管
理
）
に
つ
い
て

は
、
新
市
に
移
行
後
一
年
以
内
に
調
整
す
る
。

水
道
事
業
運
営
審
査
会
に
つ
い
て
は
、
新
市
に

移
行
後
一
年
以
内
に
調
整
す
る
。

工
業
用
水
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
ま
ま
新
市
に

引
き
継
ぐ
。

二
、
下
水
道
事
業

下
水
道
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
現
行

の
と
お
り
と
し
、
新
市
に
お
い
て
料
金
統
一
の

基
本
方
針
を
定
め
、
従
量
制
に
よ
る
料
金
体
系

を
構
築
す
る
。

負
担
金
等
事
務

負
担
金
額
及
び
取
扱
い
に
格
差
が
あ
る
た
め
、

各
市
町
村
の
現
事
業
が
終
了
す
る
ま
で
現
行
ど

お
り
と
し
、
新
市
に
お
い
て
新
事
業
の
計
画
と

共
に
調
整
す
る
。

納
付
方
法
に
つ
い
て
は
、
下
水
道
事
業
負
担
金

及
び
農
業
集
落
排
水
事
業
の
負
担
金
額
及
び
納

付
方
法
が
類
似
し
て
い
る
の
で
、
合
併
ま
で
に

統
一
す
る
方
向
で
調
整
す
る
。

口
座
振
替
に
つ
い
て
は
、
電
算
シ
ス
テ
ム
の
統

合
と
調
整
し
な
が
ら
平
成
十
七
年
四
月
か
ら
口

座
振
替
が
で
き
る
よ
う
に
調
整
す
る
。

前
納
報
奨
金
に
つ
い
て
は
、
現
事
業
が
終
了
す

る
ま
で
は
、
現
行
ど
お
り
と
し
合
併
後
新
市
で

新
事
業
が
開
始
さ
れ
た
時
点
で
調
整
す
る
。

猶
予
基
準
・
減
免
基
準
に
つ
い
て
は
、
合
併
ま

で
に
統
一
す
る
。

下
水
道
整
備
計
画
と
認
可
及
び
財
政
計
画

下
水
道
整
備
事
業
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
ま
ま

新
市
に
引
き
継
ぐ
。

下
水
道
事
業
の
計
画
と
認
可
に
つ
い
て
は
、
現

行
の
ま
ま
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

事
業
及
び
財
政
計
画
の
事
務
事
業
は
、
現
行
の

ま
ま
新
市
に
引
き
継
ぎ
、
入
来
町
の
大
馬
越
地

区
及
び
入
来
中
部
地
区
農
業
集
落
処
理
施
設
維

持
管
理
組
合
は
、
借
入
の
償
還
が
終
了
す
る
ま

で
存
続
さ
せ
る
方
向
で
調
整
す
る
。

三
、
温
泉
事
業

温
泉
事
業
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
移
行
後
、
会



計
、
経
理
を
一
本
化
し
、
新
た
に
制
度
を
制
定

す
る
。

検
針
及
び
料
金

検
針
に
つ
い
て
は
、
樋
脇
町
の
例
に
よ
る
。

公
衆
浴
場
料
金
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
移
行
後

統
一
し
た
料
金
と
す
る
。

分
湯
分
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
移
行
後
も
当
分

の
間
現
行
の
と
お
り
と
し
、
三
年
以
内
を
目
途

に
調
整
す
る
。

賦
課
徴
収
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
移
行
後
新
た

に
制
度
を
制
定
す
る
。

量
水
器
に
つ
い
て
は
、
樋
脇
町
の
例
に
よ
る
。

工
事
負
担
金
及
び
検
査

工
事
負
担
金
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
ま
ま
新
市

に
引
き
継
ぐ
。

工
事
検
査
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
移
行
後
新
た

に
制
度
を
制
定
す
る
。

公
衆
浴
場
維
持
管
理
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
移

行
後
新
た
に
制
度
を
制
定
す
る
。

温
泉
施
設
開
発
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
移
行
後

一
年
以
内
に
調
整
す
る
。

給
湯
開
始
・
休
止
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
移
行

後
一
年
以
内
に
調
整
す
る
。

温
泉
審
議
会
に
つ
い
て
は
、
新
市
に
移
行
後
速

や
か
に
調
整
す
る
。

新
市
名
称
公
募
結
果

計
画
・
ま
ち
づ
く
り
事
業
計
画

財
政
計
画

等
で
構
成
し
て
い
ま
す
。

新
市
ま
ち
づ
く
り
計
画
原
案

新
市
ま
ち
づ
く
り
計
画
と
は

合
併
に
際
し
て
合
併
協
議
会
が
作
成
す
る
も
の

で
、
合
併
後
の
新
市
を
建
設
し
て
い
く
た
め
の
マ

ス
タ
ー
プ
ラ
ン
と
し
て
、
将
来
の
ビ
ジ
ョ
ン
や
施

策
の
方
向
性
等
を
示
し
、
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
的

な
指
針
と
な
り
ま
す
。

計
画
策
定
の
方
針

《
計
画
の
趣
旨
》

本
計
画
は
、
川
内
市
・
串
木

野
市
・
樋
脇
町
・
入
来
町
・
東
郷
町
・
祁
答
院

町
・
里
村
・
上
甑
村
・
鹿
島
村
の
二
市
四
町
三
村

の
総
合
計
画
等
の
基
本
構
想
及
び
過
疎
・
辺
地
等

の
個
別
計
画
を
踏
ま
え
な
が
ら
新
市
を
建
設
し
て

い
く
た
め
の
基
本
方
針
を
定
め
、
こ
れ
に
基
づ
く

基
本
計
画
を
策
定
し
て
そ
の
実
現
を
図
る
こ
と
に

よ
り
、
二
市
四
町
三
村
の
速
や
か
な
一
体
化
を
目

指
し
、
地
域
の
発
展
と
住
民
福
祉
の
向
上
を
目
的

と
し
た
も
の
で
す
。

《
計
画
の
構
成
》

本
計
画
は
、
新
市
の
ま
ち
づ

く
り
を
進
め
る
た
め
の

基
本
方
針

公
共
施

設
の
基
本
的
な
考
え
方
、
基
本
方
針
を
実
現
す

る
た
め
の

新
市
一
体
化
躍
動
プ
ラ
ン

基
本

川
西
薩
地
区
法
定
合
併
協
議
会
の
第
七
回
会
議
は
六
月
二
十
六

日
、
川
内
市
内
で
開
か
れ
、
新
市
ま
ち
づ
く
り
計
画
原
案
が
提
案

さ
れ
、
新
市
名
称
公
募
結
果
な
ど
の
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。
川
内

市
議
会
議
長
の
交
代
に
よ
り
原
口
博
文
氏
が
副
会
長
を
退
任
し
、

後
任
に
今
別
府
哲
矢
・
川
内
市
議
会
議
長
が
就
任
し
ま
し
た
。

新市まちづくり計画原案を提案
第 回法定合併協議会（ 月 日）
新市まちづくり計画原案を提案
第 回法定合併協議会（ 月 日）

川内市内で開かれた法定協第 回会議

川
西
薩
地
区
社
会
福
祉
協
議
会
の
こ
れ

ま
で
の
経
過

平
成
十
四
年
十
二
月
十
八
日
に
事
務
局
長
会
議

を
開
催
。
二
市
四
町
四
村
で
川
西
薩
地
区
社
会
福

祉
協
議
会
を
構
成
し
、
川
西
薩
合
併
協
議
会
の
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
合
わ
せ
た
形
で
平
成
十
六
年
十
月

に
社
協
合
併
を
進
め
る
こ
と
な
ど
を
協
議
。

そ
の
後
、
平
成
十
五
年
七
月
十
日
ま
で
に
計
七

回
の
事
務
局
長
会
議
を
開
催
。
三
月
に
二
市
四
町

三
村
の
各
社
協
の
理
事
会
・
評
議
員
会
に
お
い

て
、川
西
薩
地
区
社
協
合
併
協
議
会
設
置
を
議
決
。

募
集
期
間（

）

応募総数
有効件数
無効件数

応募用紙
官製はがき

ホームページ
持参
その他

計

応募名称種類

川西薩地区
川内市
串木野市
樋脇町
入来町
東郷町
祁答院町
里村
上甑村
鹿島村

鹿児島県
（川西薩地区除く）

他都道府県
住所不明

計

地区別応募件数応募数一覧表

応募方法別件数

応募名称種類



新市まちづくり計画原案のポイント
新市まちづくりの基本方針

新市まちづくりの基本理念 “地域力”が奏でる“都市力”の創出
新市が目指す将来都市像 市民が創り 市民が育む 交流躍動都市
新市まちづくりの基本方針
コミュニティを活かし地域力を育むまちづくり（コミュニティ）
健康でともに支え合うまちづくり（保健福祉）
地域の特色を活かした教育・文化のまちづくり（教育文化）
誰もが安心して快適に暮らせるまちづくり（生活環境）
地域力を発揮し産業活力を創出するまちづくり（産業振興）
都市力を創生するまちづくり（社会基盤）
みんなですすめる市民参画のまちづくり（市民参画）

新市一体化躍動プラン

まちづくりの つの 基本方針 に基づき、将来都市像の実現と新市の 地域の速やかな一体化に向けた施策を 新市一
体化躍動プラン として定め、重点的かつ戦略的に取組みます。このプランは基本方針の つの分野体系を横断した つの
プロジェクトからなります。

、 地域力 再生プロジェクト
地区コミュニティ主体の地域づくり

市民が主体となった地区づくりを促進するために、従来の地区（地区・小学校区）における連絡協議会などの機能を
見直し、より充実した横断的な組織体制を目指した 地区コミュニティ協議会制度 を導入します。また、地区単位
での課題や問題点を話し合いながら 地区振興計画 の自主的な策定を促進し、その課題解決のための施策・事業を
実施することにより地区コミュニティ機能の活性化を図ります。
地域を支える人を育てるまちづくり

生涯学習の推進、男女共同参画社会の形成、地域特性を活かした学校教育の推進など。
地域文化を大切にするまちづくり

文化財及び伝統芸能等の保存・継承、文化的施設の整備・利用促進。
地域医療が充実し健やかで安心して暮らせるまちづくり

救急医療・消防防災体制、福祉サービス体制の充実強化、環境対策の充実など。

、 都市力 創造プロジェクト
利便性の高い都市づくり

中心市街地の活性化、定住ネットワークの形成、道路・交通ネットワークの形成、情報通信基盤の整備推進など。
交流拠点を活かしたまちづくり

川内駅・串木野駅周辺の整備推進、南九州西回り自動車道路インターチェンジ周辺の整備推進、中国・韓国・東南ア
ジアとの定期航路の開設、港湾機能の強化、公園・緑地・河川空間の整備推進など。

、 交流活力 創生プロジェクト
産業活力を導くまちづくり

新市内事業者の利用促進と新市内における新しい流通体制の構築により、新市内で生産されたものを新市内で消費す
るという、顔の見える 地産地消 の取組みを進めます。また、これまでの農畜産物、加工特産品等の個別ブランド
を基に相乗効果による総合的な新市ブランドを形成し、 することでブランド力の底上げと市民や地場産業の新市
に対しての求心力を高めます。
市域内の連携が盛んなまちづくり

スポーツや地域・コミュニティ間の交流事業の推進、小中学校間の交流推進など。
市域外との交流が盛んなまちづくり

九州新幹線等を活用した交流・体験型観光の推進、国際交流の推進など。

、 地域力 再生プロジェクト
地区コミュニティ主体の地域づくり

市民が主体となった地区づくりを促進するために、従来の地区（地区・小学校区）における連絡協議会などの機能を
見直し、より充実した横断的な組織体制を目指した 地区コミュニティ協議会制度 を導入します。また、地区単位
での課題や問題点を話し合いながら 地区振興計画 の自主的な策定を促進し、その課題解決のための施策・事業を
実施することにより地区コミュニティ機能の活性化を図ります。
地域を支える人を育てるまちづくり

生涯学習の推進、男女共同参画社会の形成、地域特性を活かした学校教育の推進など。
地域文化を大切にするまちづくり

文化財及び伝統芸能等の保存・継承、文化的施設の整備・利用促進。
地域医療が充実し健やかで安心して暮らせるまちづくり

救急医療・消防防災体制、福祉サービス体制の充実強化、環境対策の充実など。

、 都市力 創造プロジェクト
利便性の高い都市づくり

中心市街地の活性化、定住ネットワークの形成、道路・交通ネットワークの形成、情報通信基盤の整備推進など。
交流拠点を活かしたまちづくり

川内駅・串木野駅周辺の整備推進、南九州西回り自動車道路インターチェンジ周辺の整備推進、中国・韓国・東南ア
ジアとの定期航路の開設、港湾機能の強化、公園・緑地・河川空間の整備推進など。

、 交流活力 創生プロジェクト
産業活力を導くまちづくり

新市内事業者の利用促進と新市内における新しい流通体制の構築により、新市内で生産されたものを新市内で消費す
るという、顔の見える 地産地消 の取組みを進めます。また、これまでの農畜産物、加工特産品等の個別ブランド
を基に相乗効果による総合的な新市ブランドを形成し、 することでブランド力の底上げと市民や地場産業の新市
に対しての求心力を高めます。
市域内の連携が盛んなまちづくり

スポーツや地域・コミュニティ間の交流事業の推進、小中学校間の交流推進など。
市域外との交流が盛んなまちづくり

九州新幹線等を活用した交流・体験型観光の推進、国際交流の推進など。

新市まちづくり計画原案のポイント


